
令和６年度決算における収入未済の状況

１ 収入未済額の推移

市税などの徴収一元化5債権※

令和6年度の収入未済額は約33億1,500万円 前年度から約3億7,000万円削減されました。

その他債権

※ 市税、国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料及び保育料

令和４年４月に債権管理条例を施行し、全庁的な債権管理の適正化を図る取組みを行っています。

平成21年度以降、徴収対策の強化を継続して行っている
ことから約1/4に縮減されています。

令和4年度の債権管理条例施行後、全庁的な債権管理の適
正化を図る取組みを進め、約7,800万円削減されています。

※ 一般会計及び特別会計の額を記載。
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上段：合計額
下段：縮減率(対H21)

市税･国保税･保育料
一元化開始

介護･後期保険料
一元化開始

コロナ徴収猶予 債権管理条例施行
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3,315
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債権回収業務委託
開始


